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（内訳） 

・入札説明書 

・要求仕様書 
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                            鹿児島県総務部税務課 
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１ 入札に付する事項 

 (1) 借入をする物品等の名称及び数量 

NTT-AT エムタック(株)製 家屋評価業務支援システム「ＨＯＵＳＡＳ」システム一式 

 (2) 借入をする物品等の特質等 

要求仕様書のとおり。 

 (3) 納入期限 

令和６年 10 月 31 日 

 (4) 納入場所 

要求仕様書のとおり。 

 (5) 借入期間 

令和６年 11 月１日から令和 11年 10 月 31 日まで 

なお，契約は，地方自治法第 234 条の３及び地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 

167 条の 17 に規定する長期継続契約に該当するものであることから，契約書に「翌年度以降に 

おいて，歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，当該契約は解除するこ 

とができる」旨の条件付き解除条項を付記する。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格及び審査等 

次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 

 (1) 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成 14 年鹿児島県告示

第 1481 号。以下「資格審査要綱」という。）第７条第３項の規定により入札参加資格を有すると

決定された者であって，当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。 

 (2) 入札書の提出期限の時点で資格審査要綱第５条第１項各号のいずれにも該当しない者である

こと。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請の方法，時期，場所等 

入札に参加しようとする者で２(1)に該当しないものは，次に掲げるところにより，資格審査要

綱に基づく知事の資格審査を受け，入札参加資格を得なければならない。 

 (1) 申請の方法 

資格審査要綱第４条第１項に規定する入札参加資格審査申請書に同項各号に掲げる書類を添

付して，直接又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）により提出するものとする。 

 (2) 申請書類の入手・提出場所及び申請に関する問合せ先 

   鹿児島県出納局管財課調達係 

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 郵便番号 890－8577 

   電話番号 099－286－3826 

ファックス番号 099－286－5643 

 (3) 申請書類の受付期間 

令和６年６月４日（火）から６月 20 日（木）までのそれぞれの日（県の休日を除く。）の午前

８時 30 分から午後５時までとする。 

なお，受付期間の終了後も随時受け付けるが，この場合には入札参加資格審査が入札に間に合

わないことがある。 
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４ 入札の方法等 

 (1) 入札金額 

入札金額は，１の(5)で示す借入期間の借入代金で行う。（「入札書作成見本」参照） 

 (2) 入札書の記載 

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）

をもって落札価格とするので，入札に参加する者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入

札書に記載すること。 

 (3) 入札書の提出場所 

鹿児島県総務部税務課直税係 

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 郵便番号 890－8577 

 (4) 入札書の提出方法 

(3)の提出場所に持参すること。 

 入札書は封筒に入れ密封の上，封印し，封筒の表面にあて名，入札事項名及び開札日時を朱書

きすること。 

(5) 入札書の提出期限 

令和６年７月 18 日（木）午後５時 

 (6) 開札の日時及び場所 

ア 日時 令和６年７月 19 日（金）午前 10時 

イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎４階 ４－総－１ 

 

５ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨とする。 

 

６ 入札説明会 

  実施しない。 

 

７ 契約条項を示す場所及び期限 

 (1) 場所 鹿児島県総務部税務課直税係 

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 郵便番号 890－8577 

 (2) 期限 令和６年６月 20日（木）午後５時 

 

８ 入札保証金 

見積もる契約金額の 100 分の５以上の金額を，別紙「入札保証金納付書」により，入札書の提出

期限までに納付すること。ただし，次の(3)に該当するときは，入札保証金の納付が免除される。 

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。 

 (1) 入札保証金の納付方法 

  ア 現金 

  イ 政府の保証のある債権 

  ウ 契約担当者が確実と認める金融機関（出資の受入，預り金及び金利等の取締等に関する法律

（昭和 29年法律第 195 号）第３条に規定する金融機関をいう。以下同じ。）が振出し又は支払

保証をした小切手 

  エ 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 

  オ 郵政民営化法（平成 17 年法律第 97 号）第 94 条に規定する郵便貯金銀行が発行する普通為

替証書又は定額小為替証書（差出人が受取人を指定しないものに限る。） 
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 (2) 入札保証金の納付期限及び場所 

  ア 納付期限 令和６年７月 18 日（木）午後５時 

  イ 納付場所 鹿児島県総務部税務課 

         鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

 (3) 入札保証金の免除 

次のア又はイのいずれかに該当するときは，入札保証金の納付が免除される。 

ただし，イに掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は，令和６年７月 10

日（水）までに事前審査を受けることとする。 

ア ８の⑵の期限までに，入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき，保険会社

との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険

証券を提出したとき。 

イ 入札に参加しようとする者が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共

団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を２回以

上にわたって締結し，かつ，これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき

（「履行証明願」参照：その者が落札した場合において，契約を締結しないこととなるおそれ

がないと認められるときに限る。）。 

 

９ 契約保証金 

見積もる契約金額の 100 分の 10 以上の金額を，契約を締結しようとするときに納付すること。

ただし，次の(3)に該当するときは，契約保証金の納付が免除される。 

なお，契約保証金は，契約履行後還付する。 

 (1) 契約保証金の納付方法 

  ア 現金 

  イ 政府の保証のある債権 

  ウ 契約担当者が確実と認める金融機関（出資の受入，預り金及び金利等の取締等に関する法律

（昭和 29年法律第 195 号）第３条に規定する金融機関をいう。以下同じ。）が振出し又は支払

保証をした小切手 

  エ 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 

  オ 郵政民営化法（平成 17 年法律第 97 号）第 94 条に規定する郵便貯金銀行が発行する普通為

替証書又は定額小為替証書（差出人が受取人を指定しないものに限る。） 

 (2) 契約保証金の納付場所 

鹿児島県総務部税務課 

  鹿児島市鴨池新町 10番１号 

 (3) 契約保証金の免除 

   次のア又はイのいずれかに該当するときは，入札保証金の納付が免除される。 

ただし，イに掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は，令和６年７月 10

日（水）までに事前審査を受けることとする。 

ア ８の⑵の期限までに，契約の相手方が，契約保証金以上の金額につき，保険会社との間に県

を被保険者とする契約保証保険契約を締結し，当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出

したとき。 

イ 契約の相手方が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体とこの入

札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を２回以上にわたって

締結し，かつ，これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき（「履行証明

願」参照：その者が落札した場合において，契約を締結しないこととなるおそれがないと認め

られるときに限る。）。 
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10 入札の無効 

次の(1)から(8)までのいずれかに該当する入札は，無効とする。 

 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 (2) ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札 

 (3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札 

 (4) 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入

札者の押印のない入札書による入札 

 (5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札 

 (6) 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 95 条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認め

た場合の入札 

 (7) 送付，電報又は電送の方法による入札 

 (8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札 

 (9) その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札 

 

11 落札者の決定の方法 

有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたも

のを落札者とする。 

 

12 最低制限価格 

設定しない。 

 

13 契約書案の提出 

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書（案）と課税事業者届

（又は免税事業者届）を提出しなければならない。 

 

14 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先 

鹿児島県総務部税務課直税係 

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 郵便番号 890－8577 

電話番号 099－286－2201 

ＦＡＸ番号 099－286－5514 

  電子メール chokuzei@pref.kagoshima.lg.jp 

 

15 質疑と回答 

  本書類等に関する質疑については，様式例示の中にある「質疑書」によるものとし，回答は書類

を配布した者全員に対して電子メール又はファックスで行う。 

  なお，当該回答文書は，本書類等に対して追加又は修正したものとみなす。 

 (1) 提出場所 

鹿児島県総務部税務課直税係 

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 郵便番号 890－8577 

電話番号 099－286－2201 

ＦＡＸ番号 099－286－5514 

    電子メール chokuzei@pref.kagoshima.lg.jp  

(2) 提出期限 

令和６年６月 20 日（木）午後５時 

 (3) 質疑方法等 

質疑書は，持参又は郵便によるものとし，提出期限まで随時受付を実施する。 

mailto:chokuzei@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:chokuzei@pref.kagoshima.lg.jp
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（ＦＡＸ及び電子メールによる受付も可能とするが，書類として質疑書は必ず提出すること。） 

 

16 その他 

 (1) 入札に係る要求仕様書により知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的

に利用してはならない。 

 (2) 契約の内容等に関する事項の公表要領に基づき契約の内容等を公表することになるため，了

解の上で，入札に参加すること。 

 


